
生活の質の向上と道路空間

(1)生活の質を高める空間を付加する(1)生活の質を高める空間を付加する

質を高める空間を
拡幅する
質を高める空間を
拡幅する

沿道空間を利用する沿道空間を利用する

車道等を狭める車道等を狭める

通過交通を排除する通過交通を排除する

自動車利用を制限する自動車利用を制限する

(2)生活の質を高める使い方を優先する(2)生活の質を高める使い方を優先する

都市のシンボルとなる
ような通り

・たまり空間の拡幅
・公開空地の創出
　　　　　　　　　　　　など

住宅ゾーン

・コミュニティ・ゾーンの強化

中心市街地

・コア地区での人優先ゾーン
　の実施

移動する空間 ＋

　
　賑わう

　集う

　憩う

　安らぐ

空間

賑わう

集う　　 　憩う

安らぐ

移動
する

移動
する

◎移動するための空間から、賑わい、集い、憩い、安らぐ機能を備えた空間へ



◎コミュニティ・ゾーンについて
（平成８年度創設）

＜施策内容＞＜施策内容＞

＜実施状況＞＜実施状況＞

　住居系地区等において、ハンプなどの
道路構造の工夫と速度規制によって、
ゾーン内への通過交通の進入を抑える
とともに、コミュニティ道路等の歩行環境
に配慮した道路整備を行い、地区内のく
らしの安全の確保を図る。

・ハンプ
・狭さく
・クランク
・コミュニティ道路　等

　平成14年度までに、全国約150地区
で事業着手

①住宅ゾーン　～身近なくらしの快適性の向上～

整備メニューの例

【ハンプ】
道路を凸型に舗装

【狭さく】
車の通行部分の

幅を狭くする

【クランク】
車の通行部分を
ジグザグに蛇行

【コミュニティ道路】
クランク等と合わせて

歩道を設置

【路側帯のカラー舗装】
路側帯に色を付けて舗装

【スムース横断歩道】
横断歩道部分をかさ上げ

【速度規制】
ゾーンの入口・

出口に標識を設置

＜歩行環境・たまり空間の整備＞

＜車両の速度抑制＞



「外周の幹線道路の整備や地域の合意を前提に、住宅地内の生活道路については、
原則として、通過交通排除を徹底し、人中心の空間に再生する」

「外周の幹線道路の整備や地域の合意を前提に、住宅地内の生活道路については、
原則として、通過交通排除を徹底し、人中心の空間に再生する」

「拡充」の方向性「拡充」の方向性

ボラードの設置等に
よる通り抜けの抑制

クルドサック

たまりスペース
無電柱化による
景観向上

(1)通過車両の排除を徹底(1)通過車両の排除を徹底

①物理的に通り抜けできないような道路構造とする
（ボラードの設置、クルドサックなど）

②交通規制による流入制限（一方通行、進入禁止）

(2) 憩い、安らぐ機能を拡充(2) 憩い、安らぐ機能を拡充
①人のたまりスペースの確保
②無電柱化による美しい景観の形成

(3)円滑な合意形成、地域の方々の主体的
　　な参画
(3)円滑な合意形成、地域の方々の主体的
　　な参画

①地区道路計画策定にあたり、
調査・計画段階からの主体的参画

②地区合意形成円滑化のための
専門家の派遣や計画策定費に対する支援

③ 植裁帯の花壇の維持管理



②中心市街地　～まちの賑わいの創出～

△○駅

都心

通過交通

フリンジパーキング

交通規制による
自動車交通の排除

公共交通
へ転換

バスターミナル
タクシー乗り場
路面電車乗り場

公共交通の利便性向上

郊外

モール化
（歩道自転車道の整備）

トランジットモール

パークアンドライド

P + R
バイパス
へ転換

バイパス

バイパス

歩行者中心ゾーン

バリアフリー化

交通結節点整備

中心市街地コア地区
歩行者中心ゾーンの実施

中心市街地コア地区
歩行者中心ゾーンの実施

(1)中心市街地コア地区での自動車利用
の制限

(1)中心市街地コア地区での自動車利用
の制限

①フリンジパーキングの設置
②パーク＆ライドの促進
③交通規制による流入制限

(2)歩行環境等の整備(2)歩行環境等の整備
①歩行空間のバリアフリー化
②トランジットモールの導入

(3)電線類の地中化(3)電線類の地中化
①ゾーン内の非幹線道路についても
　無電柱化を推進

駐車後
徒歩で移動



各都市の道路別の無電柱化率

85.5%
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東京２３区

名古屋市

大阪市

全国

世田谷区

（％）

幹線道路
非幹線系道路

１．無電柱化率は建設省調べの1998年の道路延長ベースの値。
２．幹線道路は、一般国道・都道府県道をいう。
３．非幹線道路は、市区町村道をいう。

これまでは主に幹線道路で整備を推進

これからは非幹線系道路でも整備を推進
歴史的景観を保全すべき道バリアフリー化すべき道や住居系地区

　　　　　　　まちのにぎわい　電線類の地中化をさらに推進　　　　　　　


